
ラムサール条約第９回締約国会議 決議案一覧 

 

決議番号 標  題 概  要 

決議案Ⅸ.1 ラムサール条約の賢明な利用の概念を履行

するための追加的な科学技術指針 

条約の履行のための科学技術的なガイダンスを採択（付属書 A、Ｂ）または歓迎（付

属書Ｃ、Ｄ、E）し、締約国に対して普及・活用を求めるもの。 

付属書 A 湿地の賢明な利用及び生態学的特徴の維持

のための概念的な枠組み 

ミレニアム・エコシステム・アセスメントの成果に基づき、「湿地の賢明な利用」に関す

る概念的枠組みや湿地生態系に使用が推奨される用語が整理されているもの。 

また、持続可能な利用や生態系に関して用いられる用語の変化に対応し、「湿地の

賢明な利用」や「生態学的特徴」及び「生態学的特徴の変化」の再定義が提案され

ている。 

付属書 B 「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡

充するための戦略的枠組み及びガイドライン」

の改正 

主な改正点は、次のとおり。①湿地の生態学的特徴と人為的な活動（文化遺産、伝

統、文化的景観等）が密接な関係を有する場合、基準１の適用を検討する。②基準

９として、鳥類以外の種又は亜種の地域個体群の１％以上を支える場合に適用する

基準を新たに追加。 

付属書 C ラムサール条約の水に関連する指針の統合

的な枠組み 

水関連事項におけるラムサール条約の役割について、湿地や水資源管理、地球的

規模での水循環の観点から解説するとともに、条約の水に関連する過去のガイダン

スの相互関係や将来的な課題等を明らかにするもの。 

ⅰ) 河川流域管理：ケーススダディーの分析のた

めの追加的な指針及び枠組み 

湿地保全に関わる河川流域管理について、流域レベルの計画策定からサイトレベ

ルでの実施までの一連の流れを示したもの。 

ⅱ) 湿地の生態学的特徴を維持するための地下

水管理ガイドライン 

水文学及び生態学的関連から地下水と湿地の関連性を解説し、湿地生態系を維持

するための地下水管理に関するガイドラインを示したもの。 

付属書 D ラムサール条約履行の有効性を評価する“成

果重視”の生態学的指標 

2006-2008 年の条約の履行を評価するため、湿地資源の傾向、水質、希少種、脅威

等の評価、条約湿地の登録状況等、生態学的な成果を評価する７つの指標が提案

別紙 １ 



されている。 

付属書 E 湿地目録、評価及びモニタリングの統合的な

枠組み 

湿地目録及び影響評価、モニタリングに関する様々な手法について解説した文書が

準備されているもの。 

ⅰ) 内陸、海岸及び沿岸の湿地の生物多様性の

早急な評価の為のガイドライン 

生物多様性条約との共同作業の一環として、生物多様性条約の内水面及び海岸・

沿岸域の早急な評価に関するガイドラインを基に、ラムサール条約の観点からまと

め直したもの。 

決議案Ⅸ.2 条約の科学技術面の将来的な履行 科学技術評価委員会（STRP）が 2006-2008 年に取り組むべき優先分野を採択する

とともに、条約の科学技術面の履行に関する 2006-2012 年の活動スケジュールを承

認するもの。 

決議案Ⅸ.3 現在進行中の水に関する多国間協議のプロ

セスにおけるラムサール条約の取組 

締約国に対し、湿地の生態学的機能を維持するための、水管理に関する決議等を

水管理担当部局に広く普及することを求めるとともに、条約事務局に対し、世界水フ

ォーラムや持続可能な開発委員会（CSD）との連携強化を要請している。 

決議案Ⅸ.4 ラムサール条約と水産資源の保護及び持続

可能な利用 

漁業と湿地の関係性に関する決議案。締約国に対し、「湿地における持続的漁業の

管理に関する勧告」（付属書）を考慮すること、魚類資源管理の担当部局に条約の

取組を認識させること、養殖施設の適切な管理、外来生物の持ち込み規制等を求

めている。 

決議案Ⅸ.5 生物多様性に関する他の国際機関とのシナジ

ー：生物多様性に関する条約及び協定間の国

別報告書の連携及び調和等 

他の生物多様性関連機関とのシナジー強化を促進し、具体的取組の一つとして関

連する他条約等との間で国別報告書の連携・調和を図ろうとするもの。 

決議案Ⅸ.6 国境をまたぐラムサール条約湿地の指定及び

管理 

締約国に対し、国境をまたぐ条約湿地の特定及び指定を行うとともに、関係国で連

携した管理手法を策定することを求めるもの。 

決議案Ⅸ.7 登録基準をもはや満たさないラムサール条約

湿地またはその一部を扱う指針 

ラムサール条約湿地が登録基準を満たさなくなるシナリオを特定し、条約湿地の廃

止又は区域の縮小を検討することが適切かどうかを判断するガイダンスを採択し



て、締約国にその活用を求めるもの。 

決議案Ⅸ.8 ラムサール条約の枠組みにおける地域イニシ

アティブ 

（わが国提案を含む） 

条約の枠組みに基づく地域イニシアティブ及びそのポテンシャルを有する地域イニ

シアティブを承認するとともに、各イニシアティブへの条約事務局予算からの支援額

を決定するもの。なお、我が国は豪州と共同で「東アジア・東南アジア・オーストラリ

ア地域における渡り性水鳥の生息地の保全と持続的な利用に関する WSSD タイプ２

パートナーシップ」を提案している。 

決議案Ⅸ.9 ラムサール条約 2003－2008 年戦略計画の履

行の合理化 

「2003-2008 年戦略計画の履行のための 2006-2008 年における枠組み」を採択し、

締約国に対して更新された課題に取り組むよう要請するもの。本枠組みは、COP10

に向けて提出する国別報告書の基になる。 

決議案Ⅸ.10 自然災害に対する防災、減災、適応における

ラムサール条約の役割 

COP8 で採択された決議Ⅷ.35 及び 2004 年 12 月のインド洋津波災害を受けて、ラム

サール条約が防災に果たす役割を示すもの。 

決議案Ⅸ.11 「条約事務局」の呼称について 現在’Ramsar Bureau’と呼ばれている条約事務局に対し、他の条約にならっ

て’Ramsar Secretariat’という呼称を使用することがより適切な場合にこれを使用す

ることを認めるもの。 

決議案Ⅸ.12 科学技術評価委員会(STRP)の運用規則の改

正 

STRP の活動を合理化するため、運用規則（modus operandi）の必要な改正を行うも

の。 

決議案Ⅸ.13 財政及び予算事項 2006-2008 年の予算及び 2006 年の分担率を採択するもの。 

決議案Ⅸ.14 小規模無償基金（SGF）を調達する資金として

のラムサール条約基本財産基金の評価 

COP8 で採択された決議Ⅷ.29 において、検討が指示されていた基本財産基金の設

立を撤回し、新たな資金調達方法の検討を指示するもの。 

決議案Ⅸ.15 湿地と貧困削減 締約国に対し、湿地の賢明な利用と管理に関連して貧困削減のための行動をとるこ

とを求めるもの。 

決議案Ⅸ.16 国際的に重要な湿地の状況 ラムサール条約湿地の世界的な状況及び近年の変化について、条約事務局より締

約国に対して報告を行うもの。 



決議案Ⅸ.17 国際団体パートナー（IOPs） 国際水管理研究所（IWMI）を新たに国際団体パートナーとして承認するもの。（現在

は、IUCN、ﾊﾞｰﾄﾞﾗｲﾌｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ、WWF、国際湿地保全連合の４団体） 

決議案Ⅸ.18 締約国会議の決定の再検討 条約事務局に対し、過去の締約国会議の決議・勧告等をレビューし、重複部分の整

理を行うことを求めるもの。 

決議案Ⅸ.19 広報・教育・普及啓発（CEPA）活動の監督委

員会の設置 

常設委員会に対してCEPA活動監督委員会の設立を要請するとともに、委員会の付

託事項について合意するもの。 

決議案Ⅸ.20 ラムサール条約の効果的な履行に地域フォー

ラムが果たす重要性 

（我が国提案） 

アジア湿地シンポジウムの成果を評価しその継続を求めるとともに、他の地域

でも条約の効果的な履行のためのツールとして地域フォーラムの活用を呼び

かけるもの。 

決議案Ⅸ.21 特に小島嶼開発途上国における、生物圏にま

たがる統合的な湿地の計画・管理 

湿地管理において、生物圏同士の生態的及び水文学的繋がりを考慮し、保護区

のネットワーク形成を図ることを求めるもの。 
決議案Ⅸ.22 国際的に重要な湿地の伝統的な文化的価値

の認識 

条約湿地における伝統的な文化的価値の特定手法を採択することにより、湿地

の文化的価値の認識向上を図るもの。 
決議案Ⅸ.23 南極地域における湿地へのラムサール条約

の効果及び利益の拡大 

条約事務局に対し、南極地域における湿地をラムサール条約湿地として登録す

るためのメカニズムの検討を求めるもの。 
決議案Ⅸ.24 ラムサール条約湿地及び国レベルの保護地

域システム 

締約国、条約事務局、科学技術評価委員会に対し、生物多様性条約（CBD）や

国際自然保護連合（IUCN）の保護地域に関する取組との連携強化を求めるも

の。 
 


